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令和７年第８回 唐津市農業委員会総会議事録 

 

１． 開催日時 令和７年８月７日(木) 午後３時００分～午後４時３０分 

２． 開催場所 唐津市役所 本庁４階大会議室 

３． 出席委員 

    １番 山崎正     ２番 中山政俊    ３番 平田菊典 

４番 井手創一    ５番 大場將夫    ６番 山口正則    

７番 白津知範    ８番 石川利恵    ９番 曲淵俊之  

１０番 古賀由紹   １１番 宮﨑太享   １２番 山添 明 

１３番 袈裟丸一彦  １４番 河上和則   １５番 宮崎隆広    

１６番 能隅良子   １７番 田 哲     １８番 堤 正       

１９番 阿部 太 

４． 欠席委員 

    なし 

５． 議事日程 

   ・議事録署名委員の指名 

・議案第３１号 

     農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第３２号 

     農地法第４条の規定による許可申請について 

・議案第３３号 

  農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第３４号 

  農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（賃借権等）に

ついて 

・議案第３５号 

  農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（所有権）につ

いて 

 

  



- 2- 

 

６． 農業委員会事務局職員 

   事務局長         平田 俊夫 

農地係長         中田 賢治 

農地係主査        中島 耕作 

農地係副主査       槻木 昇平 

農地係職員        大鶴 槙士 

   振興係長         田 敏史 

   振興係職員        並木 菜月 

   相知市民センター主査   徳島 千恵 

   北波多市民センター職員  吉田 幸司 

   肥前市民センター職員   水田 逸誠 

   七山市民センター主査   内田 昭一 
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７． 審議の内容 

事務局長 

 

 

 

 

山崎正 会長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので始めたいと思います。皆様ご起立を

お願いいたします。一同、礼。ご着席ください。本日の総会

の出席委員は１９名全員出席です。定足数に達しております

ので、本日の総会は成立いたします。それでは会長挨拶をお

願いいたします。 

（会長の挨拶） 

それではただいまより令和７年第８回唐津市農業委員会総

会を開会いたします。なお本日の議事録署名人に議席番号２

番中山政俊委員、議席番号３番平田菊典委員を指名いたしま

す。事務局長に諸般の報告をさせます。 

はい。先日皆さんに議案を送付した後、農地法第５条の許

可申請につきまして整理番号２番の取下げがございましたの

で、報告をいたします。それでは本日の付議事項を朗読いた

します。議案第３１号農地法第５条の規定による許可申請に

ついて４件でしたが、これが３件、議案第３２号農地法第４

条の規定による許可申請について４件、議案第３３号農地法

第３条の規定による許可申請について６件、議案第３４号農

地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（賃借権等）

について１件、議案第３５号農地中間管理事業による農用地

利用集積等促進計画（所有権）について１件、計１５件でご

ざいます。以上ご審議賜りますようよろしくお願いいたしま

す。なお個人情報保護の観点から、申請者の住所、氏名、申

請農地の所在地等の朗読は省略いたしますので、詳細につき

（議長） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ましては議案集をご覧いただきたいと思います。また農地転

用の案件で、立地基準と許可基準は農地転用許可基準表の番

号のみを申し上げますので、内容については一覧表でご確認

いただきたいと思います。 

ただいま報告のとおり、今回の付議事項は議案第３１号か

ら第３５号までの議案１５件でございます。なお、傍聴の方

は、自分の関係分が済めば随時お帰りになられて結構でござ

います。前もってお知らせをいたしておきます。これより審

議を行います。議案集１ページ、議案第３１号農地法第５条

の規定による許可申請について整理番号１番を議題としま

す。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１ページ、整理番号１番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は田３筆、面積は合計で７９６．

５２平方メートルです。現況は、休耕地となっております。

目的は、貸駐車場です。使用貸借権設定によるものです。申

請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。

申請地の位置等については、資料図の１ページをご覧くださ

い。隣接地の地目などについては、２ページの字図をご覧く

ださい。土地利用計画は、３ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資証明書が提出

されています。転用については、許可後、速やかに着手する

計画です。 
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議長 

 

𠮷田哲委員 

 

 

 

議長 

古賀由紹委員 

 

 

行政関係の手続きについて、（物件排水管）設置許可申請、

埋蔵文化財発掘、下水道工事関連の協議がなされています。   

隣接農地等への影響ですが、最大３５センチの盛土、９８セ

ンチの切土を施し、整地し、東側にはコンクリートブロック

および側溝を新設、西側は既存分を利用し、南側は法面保護

を施し、北側道路より出入口とする計画です。排水について、

雨水のみで東側に新設する側溝および排水管を介して南側の

既存水路へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項５番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

１７番𠮷田です。ここは３日の日に現地調査をいたしまし

て、周りは全部もうほとんど農地はないという所でして、何

も問題ないということでございました。皆さんのご審議をよ

ろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。古賀委員。 

失礼します。古賀でございます。２点ございます。１点目

が施設等の概要という欄で、駐車場から排水路用域まで数字

を書いていただいているんですが、これを足し算しますと、
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議長 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，０００を超す面積になります。今回の当該用地につきま

しては７９６平米ということになっておりまして、ちょっと

数字が合わないというのが１点目でございます。それから２

点目が、備考欄のところで土地代金というところに数字が入

ってございます。で、権利の種類のところで使用貸借という

ふうに書いてありまして、使用貸借、これまで出てきた例で

は使用貸借の場合は０という数字が並んでおるんですが、今

回土地代金のところに数字が入っているのであれば、使用貸

借というよりも賃借権のほうじゃないかなというふうに思っ

たものですから、確認のお尋ねでございます。以上２点でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

今のご意見に対して事務局のほうからお願いします。 

はい。お答えします。施設配置図でちょっとわかりづらい

んですけど、西側と東側に農地外がありまして、西側が雑種

地で９４平米ですね。すみません。３筆になります。もう１

つ雑種地が３４平米あって、東側が１４０平米ほどあります

ので、それまで足したらそういうふうになりまして、一体利

用地に、すみません。一体利用地と書いてなかったのがちょ

っと問題だったかなと思いますので、すみません。次回から

気をつけさせていただきます。それとこの使用貸借権なんで

すけど、○○さんの会社が〇〇というところですので、そこ

に自分の土地やっけんということでもう賃借料はなしで使用

貸借権ということでうちのほうは聞いております。すみませ

ん。土地代で上がっている分はですね、事業計画書の中に相
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

手方からもらう賃料の分を書いてあったので、そのまま書き

足してしまっています。ですので今回の転用で発生する土地

代金じゃないです。実際利用をしだしてからの話ですので、

すみません。そこをもうちょっと見て書いとかないかんやっ

たです。すみませんでした。うちの誤りでございます。です

ので今回そこは使用貸借のままでは大丈夫かと思いますの

で、ここは本当は上がってきたらいかん状態でした。すみま

せん。 

古賀委員ただいまの説明でよろしいでしょうか。（「はい。」）

よろしいですね。はい。ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１ページ、整理番号２番が取り下げられ

ましたので、整理番号３番を議題とします。それでは事務局

に概要を説明させます。 

はい。整理番号３番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は２５６平方メートルです。現況は、

休耕地になっております。目的は、ドッグランです。所有権

移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、議



- 8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

能隅良子委員 

 

 

案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料図

の７ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、

８ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、９ページ

のとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が提出されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

整地程度で現状のまま利用し、西側宅地より出入口とする計

画です。排水について、雨水のみで自然地下浸透させる計画

です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項１番に該当します。

許可の基準は１６番となっており、土地の選定理由書が提出

されています。 

整理番号３番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。１６番の能隅です。７月の３０日の日に南部調査会

で現地の確認をしに行きました。周辺に田んぼばっかりの真

ん中に建っている一軒家を買われた方の議案になります。特
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議長 

古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

に問題はないだろうということで南部調査会のほうでは判断

いたしました。皆様の慎重審議をよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。はい。古賀委員。 

失礼します。古賀でございます。細かいことを聞いて申し

訳ないんですけれども、資料図のほうの７ページの右半分に

住宅地図が載ってまして、今回の田の譲渡人さんと思えるよ

うな方の名前が載ってございます。その土地を、その住宅を

お買いになった方が今回隣の田んぼをドッグランになさると

いうふうに私は理解しまして、ある意味空き家バンク的なこ

とでの内容かなあと思ったんですが、そういう理解でよろし

ゅうございますでしょうか。以上でございます。 

はい。どうぞ。 

はい。お答えします。すみません。先ほどまずもって畑と

言ってしまいましたけど、田でしたので、すみません。訂正

をします。それと古賀委員がおっしゃったとおりでございま

して、この宅地の方の所有の土地を一部はドッグランとして

買って、あと残りは３条で買われるというのをちょっと聞い

ております。ですのですみません。そういう理解で大丈夫で

ございます。すみません。田でしたので訂正します。すみま

せん。 

よろしいでしょうか。ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集２ページ、整理番号４番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の２ページ、整理番号４番について説明しま

す。すみません。説明に入ります前に議案書の差し替えをお

願いします。机の上に置いております４番の議案書のほうを

見ていただけたらと思います。事業費の内訳が誤っておりま

して、訂正をさせていただいております。申し訳ございませ

ん。では説明のほうに戻ります。申請者の住所、氏名および

申請地の所在については、議案書記載のとおりです。地目は

畑１筆、面積は２８８平方メートルです。ここは普通に畑に

なっております。目的は、一般住宅です。所有権移転による

ものです。申請の理由および施設等の概要は、議案書記載の

とおりです。申請地の位置等については、資料図の１０ペー

ジをご覧ください。隣接地の地目などについては、１１ペー

ジの字図をご覧ください。土地利用計画は、１２ページのと

おりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資事前審査結果

通知書が提出されています。転用については、令和７年１２

月に着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路工事施工、埋蔵文化財発
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議長 

 

平田菊典委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

掘、下水道工事関連の協議がなされています。隣接農地等へ

の影響ですが、最大４２センチの盛土を施し、整地し、北側

を除く周囲にはコンクリートブロックを新設し、土留めを行

い、南側道路より出入口とする計画です。排水について、雨

水は敷地内に新設する排水設備を介して南側道路の既存側溝

へ流し、汚水も敷地内に新設する合併浄化槽を介して東側道

路の既存側溝へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号４番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

３番平田です。今説明のとおり、〇〇の〇〇〇〇〇〇〇か

ら市道を１００メートルぐらい入った所が現地です。現地を

見てみまして、地図の上でもわかりますように、東側、南側

は道路に囲まれております。それと今説明にあった区長、生

産組合長さんの意見書もあり、また尋ねたら、周りの地権者

の承諾も得ておるということでしたので、問題はないと思い

ます。皆さんの審議のほどよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集３ページ、議案第３２号農地法第４条の

規定による許可申請について整理番号１番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の３ページ、整理番号１番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は２０８平方メ

ートルです。現況は、休耕地になっております。目的は、駐

車場です。申請の理由および施設等の概要は、議案書記載の

とおりです。申請地の位置および隣接地の地目等については、

資料図の１３ページから１５ページをご覧ください。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金通帳の写し

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

整地程度で現状のまま利用し、宅地および南側通路を通り、

東側道路から出入口とする計画です。排水について、雨水の

みで自然地下浸透および越流分は北西側の既存側溝を介して
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議長 

 

古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東側の既存水路へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が添付さ

れています。 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

失礼します。今月１日の日に東部調査会で現地の確認を行

いました。３ページの備考欄のところにいろんな経費を載せ

ていただいておりますが、建設費のところに数字が載ってお

りまして、駐車場なのに何で建設費という疑問のある方もい

らっしゃるかと思いますが、周り、右は東になりますかね。

そっちのほうは狭い川なんですが、水路みたいな感じですが、

そことの間にフェンスを張られるということで、フェンスの

分が整地に入れるわけいかんということで建設費のところに

整理されたというふうに聞いておりますが、そういうことも

含め、見てもらいまして、資料図の１３ページにありますよ

うに、もう集落の中でございますが、この枠からちょっとは

み出ておりますが、左上のところに地区の〇〇〇があるよう

な所でございます。で、ご本人さんが敷地が駐車場の分が足

りないのでということで自分の農地を駐車場にしようという

ことでございました。そういう内容を見てもらいまして、特
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に問題ないだろうということでございますので、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。以上でございます。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集３ページ、整理番号２番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号２番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で３３９．８２１平方メート

ルです。現況は、宅地になっております。目的は、一般住宅

および合併浄化槽です。申請の理由および施設等の概要は、

議案書記載のとおりです。申請地の位置および隣接地の地目

等については、資料図の１６ページから１８ページをご覧く

ださい。すみません。１８ページの施設配置図にちょっと補

足がありまして、この太枠が浴室から外れてますが、面積の

中に入っておりますので、すみません。この資料図の太枠の

線がちょっと誤っております。面積の中には浴室は入ってお

りますので、その点はすみませんがご了承ください。説明に

戻ります。 
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議長 

 

河上和則委員 

 

 

 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金通帳の写し

が添付されています。転用については、許可が必要なことを

知らずに昭和４８年頃に一般住宅を建築されて利用されてお

り、始末書が提出されています。なお合併浄化槽については、

許可後、速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

住宅は既に転用済みで、現状のまま利用し、南側の道路から

出入口とする計画です。排水について、雨水は既存雨水桝を

介して南側の既存道路側溝へ流し、汚水も新設合併浄化槽を

介して南側の既存道路側溝へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項１番に該当します。

許可の基準は７番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

１４番河上です。現地の調査を南部調査会で７月３１日に

行いました。この土地は私の所有する畑の横ですので、十分

に承知しております。議案書にもありますように、約５０年

前に家が建っております。今回申請されたいきさつとしては
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですね、浄化槽を作るということで調べたところ、地目が畑

だったということからこの申請になっておりまして、南部調

査会としては、もうそれはしかたないだろうということで結

論づけたところです。皆さんの審議をよろしくお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集３ページ、整理番号３番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号３番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で４６１平方メートルです。

現況は、宅地になっております。目的は、宅地拡張です。申

請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。

申請地の位置および隣接地の地目等については、資料図の１

９ページから２１ページをご覧ください。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用については、

許可が必要なことを知らずに平成６年頃に住宅を建築した際

に一緒に敷地として利用されており、庭や車庫、物置用地に

なっております。そのことについての始末書が提出されてい
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議長 

 

河上和則委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

ます。 

行政関係の手続きについて、下水道工事関連の協議がなさ

れています。隣接農地等への影響ですが、現状のまま利用し、

南側の道路から出入口とする計画です。排水について、雨水

は自然地下浸透および越流分は西側側溝を介して南側側溝へ

流し、汚水も合併浄化槽を介して南側側溝へ接続放流させる

計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項１番に該当します。

許可の基準は７番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号３番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

同じく１４番河上です。これも７月３０日に現地調査をい

たしました。上の件とさほど変わらないわけですが、これは

約２０年経っております。既に宅地の一部として利用されて

おりますので、いたしかたないだろうということで南部調査

会は判断したところです。皆さんの審議をよろしくお願いし

ます。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。ありがとうございました。挙手全

員、よって本案は可決しました。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集４ページ、整理番号４番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案集４ページ、整理番号４番について説明します。

申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議案書

記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は１，３４９平方メ

ートルです。現況は、雑種地になっております。目的は、飼

料置場です。申請の理由および施設等の概要は、議案書記載

のとおりです。申請地の位置および隣接地の地目等について

は、資料図の２２ページから２４ページをご覧ください。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用については、

令和５年頃よりラップ梱包飼料の仮置き場で利用し、移動さ

れないまま置場にされていて、そのことに対する始末書が提

出されています。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、
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議長 

山添明委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

現状のまま利用し、南側の道路から出入口とする計画です。

排水について、雨水のみで自然地下浸透および越流分は西側

の水路へ放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、農用地区域内農地の該当事項１番に該当

します。許可の基準は２番となっており、土地の選定理由書

が提出されています。 

整理番号４番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願します。 

はい。１２番山添です。これは私の部落の所でございまし

て、この図面からいきますと、申請地の右側は〇〇〇〇〇〇

〇ということでなっております。ただいま事務局から説明ど

おり間違いございません。８月の１日の日に関係委員さん方

と現地を確認しましたが、何ら問題はなかろうということで

ありました。よろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

(挙手全員) 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集５ページ、議案第３３号農地法第３条の
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定による許可申請について整理番号１番から議案集６ペー

ジ整理番号６番を議題とします。この６件については一括審

議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。議案書５ページから６ページをご覧ください。今回

の案件は、所有権の移転に関する案件が５件、使用貸借権に

関する案件が１件の合計６件です。申請人の住所、氏名、申

請農地および申請の事由等については、議案書記載のとおり

です。お手元の調査書１ページから３ページをご覧ください。

調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条第２項各号

に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考え

ます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。それではここでしばらく休憩を取りたいと思います。
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議長 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再開の時間を１６時５分、４時５分としたいと思います。 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

１５時５０分 休憩 

１６時０５分 再開 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

時間がまいりましたので、ただいまから会議を再開したい

と思います。議案集７ページ、議案第３４号農地中間管理事

業による農用地利用集積等促進計画（賃借権等）について筆

番号１番から議案集９ページ筆番号３７番までを議題としま

す。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の７ページをご覧ください。申請農地および

貸し借りの内容、受け手の氏名、住所は議案書に記載のとお

りです。お手元の調査書１ページから１３ページをご覧くだ

さい。調査書に記載しておりますとおり、農地中間管理事業

法第１８条第５項各号に該当し、判断要件を満たしていると

考えます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

(挙手全員) 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

古賀由紹委員 

 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１０ページ、議案第３５号農地中間管理

事業による農用地利用集積等促進計画（所有権）について筆

番号１番から３番を議題とします。それでは事務局に概要を

説明させます。 

はい。議案書の１０ページをご覧ください。所有権につき

ましても議案書と同様に調査書をお手元に配付しております

のでご用意ください。貸借と同じ様式の２枚つづりとなって

おります。すみません。ここの中に所有権の設定等を受ける

者と書いておりますけど、これは移転の誤りですので、すみ

ません。設定等というのはありませんので、所有権の移転を

受ける者と訂正をお願いいたします。すみません。筆番号１

番から６番までにつきまして、対象農地、所有権の移転を受

ける者の住所、氏名、利用目的、所有権移転の時期と対価等

については、議案書に記載のとおりです。調査書は受け手ご

とにまとめて１枚ずつ作成しております。１ページから３ペ

ージをご覧ください。調査書に記載しておりますとおり、受

け手については各要件を満たしていると考えます。以上で説

明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。古賀委員。 

すみません。古賀でございます。１点確認です。今日いた

だきました調査書の２ページなんですけれども、右半分の中
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議長 

農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほどに増加する面積という欄がございます。具体的にいいま

すと２，３３４となってございますが、左のほうの面積を見

ますと２，２３４となっておりまして、これは増加する面積

は２，２３４が正しいというふうに考えてよろしゅうござい

ますか。以上でございます。 

はい。事務局のほうからお願いします。 

はい。すみません。そこのご指摘もありがとうございます。

下のほうの１筆書いた一番下の合計がまず２，２３４になら

にゃいかんのが２，３３４になっております。そこが自作地

になってまた契約後の経営予定面積のこの面積の欄もちょっ

と減ってくるようになります。３，９６９平方メートルにな

ります。すみません。ご迷惑をかけます。 

よろしいでしょうか。ただいまの説明で。はい。ほかに質

疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に筆番号４番を議題とします。この案件につきま

しては議席番号１８番堤正 委員が関与するため、議事参与

制限に該当します。よって堤委員の退席を求めます。 

【堤委員退席】 
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農地係長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１０ページ、筆番号４番、所有権の移転に

関する案件です。申請農地および所有権の内容、受け手の氏

名、住所は議案書に記載のとおりです。調査書の３ページの

とおり判断要件を満たしていると考えます。以上で説明を終

わります。 

本案について質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。ここで堤委員の入室を許可します。 

【堤委員入室】 

堤委員にお知らせします。筆番号４番につきましては原案

どおり決しましたのでお知らせをします。以上をもちまして

議案第３１号３件、議案第３２号４件、議案第３３号６件、

議案第３４号１件、議案第３５号１件、計５議案１５件は、

いずれも原案どおり可決しました。長時間のご審議誠にあり

がとうございました。 


